
○伊東市総合計画審議会条例（昭和４４年伊東市条例第５２号） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の

規定に基づき、伊東市総合計画審議会（以下「審議会」という。）の設置および運営に

関する事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市長の諮問に応じ市の総合計画策定に関し必要な調査および審議を行なわせる

ため、審議会を置く。 

（組織） 

第３条 審議会は委員３０人以内で組織する。 

２ 委員は次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。  

⑴ 市議会議員 

⑵ 市教育委員会の委員 

⑶ 市農業委員会の委員 

⑷ 公共的団体等の役員 

⑸ 学識経験者 

（会長および副会長の職務） 

第４条 審議会に会長および副会長を置き、委員の互選によって、これを定める。  

２ 会長は会務を総理し、会議の議長となる。  

３ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（委員） 

第５条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。  

（会議） 

第６条 審議会は会長が招集する。ただし、新たに選任された委員による最初の審議会

については、市長がこれを招集する。 

２ 審議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３ 審議会の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

４ 会長の許可を受けた者は会議に出席し、意見を述べることができる。  



（部会） 

第７条 審議会に専門部会を置くことができる。  

（報酬および費用弁償） 

第８条 委員の報酬並びに費用弁償の額は伊東市議会議員等の報酬および期末手当の支

給並びに費用弁償条例（昭和２２年伊東市条例第３号）に定める法令の規定による委

員の例による。 

（庶務） 

第９条 審議会の庶務は、企画部企画課において処理する。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は市長が定める。  

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例施行後、最初に行われる会議は第６条第１項の規定にかかわらず市長が招

集する。 

附 則（昭和４９年３月２９日伊東市条例第７号） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和４９年２月１日から適用する。 

附 則（昭和６１年３月３１日伊東市条例第１１号） 

１ この条例は、昭和６１年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に委嘱されている委員は、改正後の条例に基づく委員とす

る、この場合において、委員の任期は、改正前の条例に基づいて委嘱された日から起

算する。 

附 則（平成７年１２月２５日伊東市条例第２８号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２９日伊東市条例第１号） 

この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年１２月１９日伊東市条例第１１号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則(令和元年 12 月 16 日伊東市条例第 14 号) 

この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。 


